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都道府県医師会 担当理事 殿 
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   ( 公 印 省 略 ) 

 
電子処方箋システム一斉点検実施期間の延長（再開延期）について 

（周知依頼） 
 

 平素より本会会務の運営に特段のご理解・ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 
 電子処方箋において、日医発第 1621号（情シ）令和 6年 12月 19日「電子処

方箋管理サービスの一時停止について・第一報（周知依頼）」にて、電子処方箋

の発行を停止する旨お知らせし、日医発第 1625号（情シ）令和 6年 12月 20日

「電子処方箋システム一斉点検の実施について（周知依頼）」にて、点検につい

てお知らせいたしました。 

 

 当初予定では、12月 25日から再開の予定でしたが、医療機関への確認作業が

残っていることから、再開を延期する旨、周知依頼が参りました。再開日につい

ては、決まり次第速やかに公表するとのことです。 

 

 なお、本件の問い合わせにつきましては、 

〇オンライン資格確認等コールセンター 

  0800-080-4583（通話無料） 

  月曜日～金曜日（祝日を除く）8：00～18：00 

  土曜日（祝日を除く）8：00～16：00 

 も利用可能ですので、必要に応じてご連絡いただければと思います。 

 
 貴会におかれましても、本件についてご了知いただくと共に、貴会管下の郡市

区等医師会ならびに会員への周知方につき、ご高配を賜りますようお願い申し

上げます。 

 

【別添資料】 

・電子処方箋システム一斉点検の対応について（延長） 

以上 



 

医薬総発 1224 第２号 

令 和 ６ 年 12 月 24 日 

 

公益社団法人  日本医師会  担当理事  殿  

 

 

厚 生 労 働 省 医 薬 局 総 務 課 長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

電子処方箋システム一斉点検実施期間の延長について  

 

 

日頃から厚生労働行政に対して御協力を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

令和５年１月から運用している電子処方箋について、一部の医療機

関や薬局においてシステムが設定された際の不備により、電子処方箋

を受ける薬局側のシステムで、医師の処方と異なる医薬品名が表示さ

れる事例などが令和６年 12 月 19 日までに７件報告されたことを踏ま

え、点検を促す周知期間として、同月 20 日（金）から 24 日（火）ま

での５日間、医療機関からの電子処方箋の発行を停止するとしたとこ

ろです。 

現在、医療機関等へ電話等により確認を行っているところ、電子処

方箋を発行している医療機関への確認がごくわずかに残っているた

め、万全を期す観点から、電子処方箋の発行再開を延期します。再開日

については、決まり次第速やかに公表いたします。  

現時点で点検・報告が完了していない運用開始済みの医療機関や薬

局においては速やかに点検・報告の実施をしていただくようご協力を

お願いいたします。  

点検については、医療機関・薬局のみなさまのご負担となり大変恐

縮ですが、関係機関のご協力をお願いします。  

ご質問やお問い合わせがございましたら、オンライン資格確認等コ

ールセンターまでお願いします。  

 


